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○旭川市農村地域センター条例施行規則 

平成２年10月８日規則第35号 

改正 

平成４年６月18日規則第29号 

平成５年10月25日規則第39号 

平成６年８月10日規則第31号 

平成６年９月30日規則第38号 

平成８年３月29日規則第11号 

平成12年３月31日規則第85号 

平成13年３月30日規則第43号 

平成15年４月１日規則第40号 

平成16年２月26日規則第５号 

平成16年10月１日規則第55号 

平成17年３月２日規則第５号 

平成17年12月15日規則第68号 

平成20年３月24日規則第８号 

平成20年５月１日規則第44号 

令和２年12月10日規則第64号 

旭川市農村地域センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，旭川市農村地域センター条例（平成２年旭川市条例第16号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（使用承認） 

第３条 条例第３条第１項前段の規定による承認を受けようとする者は，旭川市農村地域センター

使用（使用料減免）申請書（様式第１号。以下「使用等申請書」という。）を市長又は指定管理

者に提出しなければならない。 

２ 東鷹栖農村活性化センターの食品加工室は，食品衛生法（昭和22年法律第233号）第52条第１項

の許可を受けた者でなければ使用することができない。 

３ 市長又は指定管理者は，旭川市農村地域センター（以下「センター」という。）の使用を承認
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したときは，旭川市農村地域センター使用（使用料減免）承認書（様式第２号。以下「使用等承

認書」という。）を申請者に交付する。 

（使用の取消し等の承認） 

第４条 センターの使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が条例第３条第１項後段の

規定による承認を受けようとするときは，旭川市農村地域センター使用取消（変更）申請書（様

式第３号）に使用等承認書を添えて市長又は指定管理者に提出し，旭川市農村地域センター使用

取消（変更）承認書（様式第４号）の交付を受けなければならない。 

（使用料の減免） 

第５条 条例第４条第１項ただし書に規定する使用料の減額又は免除は，次の各号に定めるところ

による。 

(１) 農業団体，社会教育団体，社会福祉団体及び地域自治団体が本来の活動のために使用する

とき。 減額 

(２) その他市長が必要と認めたとき。 減額又は免除 

２ 使用料の減額又は免除を受けようとする者は，使用等申請書に理由を記載し，市長の承認を受

けなければならない。 

（暖房料） 

第６条 条例別表に基づく暖房料の徴収期間は，11月１日から翌年の４月30日までとする。 

（遵守事項） 

第７条 使用者は，次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 所定の場所以外で喫煙をし，又は火気を使用しないこと。 

(２) 備品，器具等を使用するときは，係員の指示に従うこと。 

(３) 許可を受けずに物品の展示，販売その他これに類する行為をしないこと。 

(４) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(５) 使用後は，係員の点検を受けること。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成２年10月10日から施行する。ただし，旭川市東旭川農村環境改善センターに関

する規定は，平成２年11月30日から施行する。 

附 則（平成４年６月18日規則第29号） 
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この規則は，平成４年６月21日から施行する。 

附 則（平成５年10月25日規則第39号） 

この規則は，平成５年11月１日から施行する。 

附 則（平成６年８月10日規則第31号） 

この規則は，平成６年８月26日から施行する。 

附 則（平成６年９月30日規則第38号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月29日規則第11号） 

この規則は，平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第85号） 

この規則は，平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日規則第43号） 

１ この規則は，平成13年４月１日から施行する。ただし，旭川市東鷹栖農村活性化センターに関

する規定は，平成13年４月27日から施行する。 

２ 旭川市ふれあいセンター条例施行規則（平成４年旭川市規則第21号）は，廃止する。 

附 則（平成15年４月１日規則第40号） 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第３条の改正規定は，平成15年６月１日から施行

する。 

附 則（平成16年２月26日規則第５号） 

この規則は，平成16年２月27日から施行する。（後略） 

附 則（平成16年10月１日規則第55号） 

この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月２日規則第５号） 

１ この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旭川市規則の様式の規定に基づいて作成され

ている用紙は，この規則による改正後の旭川市規則の様式の規定にかかわらず，当分の間，これ

を取り繕って使用することができる。 

附 則（平成17年12月15日規則第68号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の旭川市農村地域センター条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）
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の規定は，平成18年４月１日以後の使用に係る申請について適用し，同日前の使用に係る申請に

ついては，なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旭川市農村地域センター条例施行規則の様式

の規定に基づいて作成されている用紙は，改正後の規則の様式の規定にかかわらず，当分の間，

これを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成20年３月24日規則第８号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成20年５月１日規則第44号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和２年12月10日規則第64号） 

１ この規則は，令和３年３月８日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旭川市農村地域センター条例施行規則の様式

の規定に基づいて作成されている用紙は，改正後の規則の様式の規定にかかわらず，当分の間，

これを取り繕って使用することができる。 
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様式第１号 



6/10 

 



7/10 

様式第２号 
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様式第３号 
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様式第４号 

 


